
1/14 

○ひたちなか市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 

平成８年６月２４日 

規則第２１号 

改正 平成１３年３月３０日規則第１７号 

平成１７年６月１７日規則第３５号 

平成１８年１２月７日規則第７４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。以下「法」と

いう。）の施行に関し，建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成７年政令第４２９号）及

び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号。以下「省令」という。）

に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（指示の方式） 

第２条 法第７条第２項の規定による指示は，指示書（様式第１号）により行うものとする。 

（特定建築物の所有者に対する報告の請求等） 

第３条 法第７条第４項の規定による報告の請求は，特定建築物報告請求書（様式第２号）を交付して

行うものとする。 

２ 特定建築物の所有者は，前項の請求を受けたときは，当該請求書を受け取った日から起算して２週

間以内に，特定建築物報告書（様式第３号）に関係図書を添えて市長に報告しなければならない。 

（計画の認定に係る建築主事への通知） 

第４条 法第８条第８項の規定による通知は，建築物計画認定通知書（様式第４号）により行うものと

する。 

（認定を受けた計画の変更申請等） 

第５条 法第９条第２項において準用される法第８条第１項の申請は，認定計画変更認定申請書（様式

第５号）に変更に係る省令第２条の表に掲げる図書を添えて行うものとする。 

２ 市長は，法第９条第２項において準用される法第８条第３項の規定により計画の認定を受けた計画

の変更を認定したときは，速やかに，その旨を認定計画変更認定通知書（様式第６号）により当該申

請者に通知するものとする。 

（認定事業者に対する報告の請求等） 

第６条 法第１０条の規定による報告の請求は，認定建築物報告請求書（様式第７号）を交付して行う

ものとする。 

２ 認定事業者は，前項の請求を受けたときは，当該請求書を受け取った日から起算して２週間以内に，

認定建築物報告書（様式第８号）に関係図書を添えて市長に報告しなければならない。 

（改善命令の様式） 

第７条 法第１１条の規定による命令は，認定建築物改善命令書（様式第９号）により行うものとする。 

（計画の認定の取消し） 
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第８条 市長は，法第１２条の規定により計画の認定を取り消したときは，認定事業者に対し，認定計

画取消書（様式第１０号）により通知するものとする。 

付 則 

この規則は，平成８年７月１日から施行する。 

付 則（平成１３年規則第１７号） 

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

付 則（平成１７年規則第３５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成１８年規則第７４号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第６条関係） 

様式第９号（第７条関係） 

様式第１０号（第８条関係） 

 


